
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

（２）職員給与費の状況（普通会計決算）

　　　　　　　

（注）１　職員手当には退職手当を含みません。

      ２　職員数は、２４年３月３１日現在の人数です。

　(3) 特記事項

※

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

（注）１ ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。

　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

　　　３　「参考値」は、国家公務員の時限的（２年間）給与改定特例法による措置が無いとした場合の値です。

別紙３

新庄市の給与・定員管理等について

区　分 住民基本台帳人口 歳 出 額 実 質 収 支 人 件 費 人 件 費 率 （参考）

17.9

区　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）類似団体平均

38,262 14,778,834

274 1,106,326 133,080 374,741 1,614,147

給与費 B/A 一人当たり給与費

２３年度 人 千円 千円

人 千円 千円 千円 % %

　　　　　（２３年度末） 　　　　　　Ａ 　　　　　　Ｂ Ｂ／Ａ

5,891 5,808

管理職手当について20％削減
５５歳超６級職員について、給料及び管理職手当を１．５％削減

730,230 2,717,507 18.4

２２年度の人件費率

２３年度

千円 千円 千円 千円

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　計　　Ｂ
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２　一般行政職給料表の状況（２４年４月１日現在）

３　職員の平均給与月額、初任給等の状況

 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（２４年４月１日現在）

　　　　１）一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

２）技能労務職

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円 歳 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円 円

歳 人 円 円

歳 人 円 円 円

円 円

円 円

円 円

円

　
４

（2) 職員の初任給の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円

円 円

（3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（２４年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円

       ４　　国家公務員欄における「平均給料月額」及び「平均給与月額」（国ベース）の（　　）内は、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

　　　３　「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、
　　　　　比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したも
　　　　　のであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

（注）　国家公務員欄における（　　）内は、給与改定特例法による措置がないとした場合の値（減額前）です。

平均給与月額 平均給与月額

289,200 320,600

243,700 309,200 356,400

６級

135,600 185,800 222,900 261,900

390,100 402,500 424,600

１級

―

２級 ３級 ４級 ５級

山形県 44.2

（国ベース）

新庄市 42.9 325,800 361,191 347,197

（単位：円）

区　　分 平 均 年 齢 平均給料月額

参考

平均年齢 職員数 平均給料月額
平均給与月額 平均給与月額 対応する民間

平均年齢
平均給与月額

Ａ／Ｂ

類似団体 43.0 323,756 373,941 349,806

区　　分

公務員

51.4 8 367,100 400,938 377,078 調理士 42.0

の類似職種 （Ｂ）

新庄市 52.0 33 368,300 386,500 384,126 - -

348,900 431,200 375,900

国 42.8 歳

206,600 1.96

うち運転業務 58.0 3 387,200 418,866 396,341 自家用乗用自動車運転手 50.6

215,800 1.85

うち用務員 54.6 11 378,900 405,091 402,575 用務員 53.5

民間

（Ａ） （国ベース）

- -

うち学校調理業務

- -

山形県 44.8 544 326,600 369,500 347,500 - -

245,500 1.70

その他の職種 47.9 11 353,400 376,018 369,931 - -

- -

類似団体 49.2 25 307,716 331,694 320,458 - -

- -

国 49.7 3,479
270,465

（285,030）
-

307,506
（323,181）

- -

新庄市 - - -

うち学校調理業務 6,276,456 2,935,300 2.14

- -

区分

参考

年収ベース（試算値）の比較

公務員 民間
C/D

( C ) ( D )

その他の職種 5,959,116 - -

※民間データは、賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用しています。
※技能労務職の職種と民間の職種等の比較にあたり、年齢、業務内容、雇用形態等の点において完全に一定しているものではありません。
※年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは、それぞれ平均給与月額を12倍したものに、公務員においては前年度に支給された期末・勤勉手当、民
間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値です。

（注）１　「平均給料月額」とは、２４年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

うち用務員 6,431,392 2,861,400 2.25

うち運転業務 6,632,092 3,478,700 1.91

125,400 －

区　　　　分 経験年数１０年 経験年数１５年 経験年数２０年

140,100 140,100 133,418（140,100）

技能労務職
高　校　卒 135,600 135,600 －

中　学　卒 122,400

区　　　　　分 新　庄　市 山　形　県 国

一般行政職
大　学　卒 172,200 172,200 163,987（172,200）

高　校　卒

技能労務職 高　校　卒 － - 316,500

中　学　卒 － － －

一般行政職 大　学　卒 277,100 338,100 367,200

高　校　卒 227,600 295,500 323,400

１号給の
給料月額

最高号給の
給料月額

304,944
（329,917）

円
372,906

（401,789）
円



４　一般行政職の級別職員数等の状況

（1) 一般行政職の級別職員数の状況（２４年４月１日現在）

（2) 昇給への勤務成績の反映状況

３　　級 主任
　　　　33　　人 17.6%

２　　級 主事・技師
　　　　9　　人 4.8%

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

１　　級 主事・技師
　　　　36　人 19.1%

６　　級 課長・主幹
　　　　27　　人 14.4%

５　　級 室長・担当主査
　　　　45　　人 23.9%

４　　級 主査
　　　　38　　人 20.2%

（注）１　新庄市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。

　　　毎年1月1日に、所属長が所属員の勤務実績を評価し、昇給の号給数を決定しています。
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２級, 5.3%
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５　職員の手当の状況

（1) 期末手当・勤勉手当

千円 千円

（２３年度支給割合） （２３年度支給割合） （２３年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　 勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（2) 退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

千円

 (3) 地域手当

（２４年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

-

2.55 1.20 2.55 1.20 2.60 1.35

１人当たり平均支給額（２３年度） １人当たり平均支給額（２３年度） ―

1,398 1,534

新　　　　　庄　　　　　市 山　　　　　形　　　　　県 国

6月1日及び12月1日を基準日とし、それぞれ基準日に在職する職員に対し、基準日以前6か月以内の期間における勤務実績によ
り、勤勉手当を支給しています。
成績率を勤勉手当に反映させるため、今後、人事評価制度の導入を検討しています。

新　　　　　　　　　　　庄　　　　　　　　　　　市 国

23.50 30.55 23.50 30.55

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

【参考】　勤勉手当への勤務実績の反映状況(一般行政職）

1.40 0.60 1.40 0.60 1.45 0.65

１人当たり平均支給額　　　　 14,489 25,797 千円

　（注）　　退職手当の１人当たり平均支給額は、２３年度に退職した職員に支給された平均額です。

支給実績（２３年度決算） 1,418

59.28 59.28 59.28 59.28

定年前早期退職特例加算：2～20％加算 定年前早期退職特例加算：2～20％加算

33.50 41.34 33.50 41.34

47.50 59.28 47.50 59.28

東京都特別区 18 2 18

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 709

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率）



 (4) 特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

6

 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

支給実績（２３年度決算） 12

行旅死亡人取扱手当 右記に従事した職員 行旅死亡人の取扱業務 1件当たり　2,000円

神室荘死亡人取扱手当 右記に従事した神室荘職員
神室荘の在荘者が死亡した場
合の取扱業務

1件当たり　1,500円

防疫作業手当 右記に従事した職員 感染病防疫業務 日額　300円

行旅病人取扱手当 右記に従事した職員 行旅病人の取扱業務 １件当たり　1,000円

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 3,000

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度） 1.5

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ） 163

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ） 52,733

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ） 204

支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ） 49,542

ひとりぐらしの死亡人取扱手
当

右記に従事した職員
ひとりぐらしの老人等が死亡した
場合の取扱業務

1件当たり　2,000円

特定毒物による害虫防除作
業に従事する職員の手当

右記に従事した職員 特定毒物による害虫防除業務 日額　250円



（6) その他の手当（２４年４月１日現在）

支給職員１人当たり

平均支給年額

（２３年度決算）

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

国の制度 国の制度と 支給実績

220,313

住居手当
・最高27,000円とし、借家・借間に
応じた額

同じ ‐ 8,266 千円 359,391

扶養手当

・　配偶者：13,000円、配偶者以
外：6,500円
※配偶者が扶養親族でない場合：
6,500円
※配偶者がいない場合：一人目の
み11,000円
※配偶者以外で、満16歳になる年
度から満22歳になる年度までの期
間の扶養親族がある場合：1人に
つき5,000円加算

同じ ‐ 28,861 千円

手　当　名 内容及び支給単価（月額） との異同 異なる内容 （２３年度決算）

9,708

単身赴任手当
23,000円＋距離に応じた加算
（最高45,000円）

同じ ‐ 492 千円 492,000

管理職特別勤務手当
管理職手当を支給される職員が、
臨時又は緊急の必要性により休日
等に勤務した場合に支給

異なる

1回当たり
課長職：4,000
円
主幹職：3,000
円
（6時間を超えた
場合は1.5を乗
じた額）

233 千円

84,324

管理職手当

行政職６級（課長、主幹）の職員に
対し、職責に応じて支給
※課長（部門統括）51,900円
　課長（上記以外）41,600円
　主幹　　　　　　　　20,800円
※平成2４年度は２0％削減

同じ - 6,467 千円 230,964

通勤手当

・交通機関利用者：運賃相当額
（最高55,000円）
・自動車等利用者：通勤距離に応
じた額（最高44,900円）

異なる

自動車等利用
者について
最高額24,500
円

12,227 千円

69,919

休日勤務手当

休日等の正規の勤務時間中に勤
務を命じられた場合、勤務1時間に
つき1時間当たりの給与額に100分
の135を乗じた額

同じ ‐ 2,931 千円 45,797

寒冷地手当
世帯区分に応じた定額（最高
17,800円）

同じ ‐ 18,878 千円

-

宿日直手当
勤務1回あたり最高7,200円
※主な支給対象：神室荘における
宿日直勤務（1回あたり5,900円）

同じ ‐ 319 千円 8,720

災害派遣手当
滞在日数に応じた定額
（最高6,620円）

同じ ‐ 0 千円

-夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜（22:00
～翌日の5:00）に勤務した場合、
勤務1時間につき1時間当たりの給
与額に100分の25を乗じた額

同じ ‐ 0 千円



６　特別職の報酬等の状況（２４年４月１日現在）

　

円 円 ／ 円

円 ）

円 円 ／ 円

円 ）

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円 円 ／ 円

円

円

259,000

（　　　　 　920,000

副市町村長 630,000 750,000 249,000

区　　　分 給　　　料　　　月　　　額　　　等

給

料

(参考）　類似団体における最高／最低額

市区町村長 736,000 940,000

230,000

副　議　長 395,000 474,000 200,000報

酬

議　　　　長 448,000 545,000

議　　　　員 370,000 450,000

（　　　　 　700,000

議　　　　員

退
職
手
当

(算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

市区町村長 給料月額×在職月数×0.567 20,030,976 任期ごと

副市町村長

議　　　　長 (２３年度支給割合）

副　 議　 長 2.85 月分 ※報酬に40％を加算し、支給月数を乗じた額

180,000

期
末
手
当

市区町村長 (２３年度支給割合）

副市町村長 2.85 月分 　　　※給料月額に40％を加算し、支給月数を乗じた額

備　　　　考 ※１期の手当額は、減額措置後の給料を基準として算定する。

(注）１　給料及び報酬の（　）内は、減額措置を行う前の金額です。　

　　　２　退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給額に基づき、１期（４年＝４８月）勤めた場合における退職手当の見込額です。

給料月額×在職月数×0.378 11,430,720 任期ごと



７　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

＜参考＞

人口１万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

＜参考＞

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　 人

人）

＜参考＞

人

（2)年齢別職員構成の状況（２4年４月１日現在）

計

299

(3)職員数の推移

△ 30 △41.7%

△ 53 △16.8%

△ 9 △20.0

△ 62 △17.2

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

職 員 数 対前年
増減数

主　な　増　減　理　由
平成２３年

▲ 1 業務の見直し

平成２４年

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 5 4

税務 23 22

農林水産

土木 23 23 0

民生 61 56 ▲ 5 業務の見直し

計 229 221 ▲ 8

労働 1 1 0

▲ 1 業務の見直し

総務 65 65 0

教育部門 46 42 ▲ 4 業務の見直し

小　計 275 263 ▲ 12

21 18 ▲ 3 業務減による減員

商工 13 15 2 業務拡充による増員

57.76

（類似団体の人口１万人当たり職員数 71.70

衛生 17 17 0

その他 21 21 0

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

水道 7 7 0

下水道 8 8 0

68.74

（類似団体の人口1万人当たり職員数 94.66

60歳

小　計 36 36 0

0

36歳 40歳 44歳 48歳 52歳 56歳

55歳 59歳

人口1万人当たり職員数　　　　　　　　　　98.33

人 人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数です。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計です。

区　分

20歳 20歳 24歳 28歳 32歳

合　　計 311 299 ▲ 12

[      377       ］ [      377       ］ [     0     ］

人 人

47歳 51歳未満 23歳 27歳 31歳 35歳 39歳 43歳

人 人

～ ～～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

24年
過去5年間

の増減数（率）

一般行政 244 239 233 235 229 221

　　　　　　　　　　　　区　　分

部　　門
19年 20年 21年 22年 23年

42 32 35 58

人

以上

361 347 331 321 311

1

（単位：人・％）

職員数
3 13 22 12 17 27 37

人 人

263

公営企業会計計 45 42 41 39 36 36

△9.4％

人 人 人 人

57 47 46 42

299

普通会計計 316 305 290 282 275

教　　　育 72 66

（注）　　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数を記載しています。

総合計

△ 23

0
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平成24年度の構成比

平成19年度の構成比



８　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業 　

① 職員給与費の状況

ア　決算

職員給与費 　（参考）

（注）１　職員手当には退職給与金を含みません。
      ２　職員数は、２４年３月３１日現在の人数です。

イ　 特記事項

特になし。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（２４年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　基本給は給料、扶養手当及び地域手当の合算額です。  

　　　２　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。  

③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（２３年度支給割合）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末手当　 勤勉手当

 月分  月分

（ ）月分 （ ）月分

（加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置

（注）　(　  )内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ　退職手当（２４年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年 （支給率）　　　　　　　　　　　　　　自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

ウ　地域手当

エ　特殊勤務手当（２４年４月１日現在）

千円

　円

　％

1

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

-

総費用 純損益又は

％ ％

Ａ  Ｂ　 　　　　　　Ｂ／Ａ める職員給与費比率

実質収支 職員給与費比率 22年度の総費用に占

区　分

　　計　　Ｂ 　　　　給与費 　B/A 一人当たり給与費

23年度 人 千円 千円 千円 千円 千円

総費用に占める

区　分 職員数 給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費 一人当たり （参考）団体平均

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当

1,000,662 75,765 55,602 5.6 6.2

23年度 　　　　千円 千円　 千円　

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

新 庄 市 44.4 349,371 496,220

千円

7 27,962 3,214 9,176 40,352 5,765 6,350

2.55 1.2

1.4 0.6

新　　　　　　　　　　　庄　　　　　　　　　　　市 団　　体　　平　　均

１人当たり平均支給額（２３年度） １人当たり平均支給額（２３年度）

1,311 1,492

団 体 平 均 45.4 358,043 528,316

事 業 者 ‐ ‐ ‐

-

59.28 59.28 ‐ ‐

定年前早期退職特例加算：2～20％加算 定年前早期退職特例加算：2～20％加算

33.50 41.34 ‐ ‐

47.50 59.28 ‐ ‐

新　　　　　　　　　　　庄　　　　　　　　　　　市 団　　体　　平　　均

23.50 30.55 ‐ ‐

支 給 実 績 （ ２ ３ 年 度 決 算 ） 1,703

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ３ 年 度 決 算 ） 243

支 給 実 績 （ ２ ２ 年 度 決 算 ） 768

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価

危険手当 右記に従事した水道企業職員 劇物取扱業務 日額300円

地域手当の制度はありません。

支給実績（２３年度決算） 0

支給職員１人当たり平均支給年額（２３年度決算） 0

職員全体に占める手当支給職員の割合（２３年度） 0.0

職 員 １ 人 当 た り 平 均 支 給 年 額 （ ２ ２ 年 度 決 算 ） 109



カ　その他の手当

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

異同 内容 （２３年度決算）

支給職員１人当たり

手　当　名 内容及び支給単価（月額） 制度との 制度と異なる （２３年度決算） 平均支給年額

一般行政職の 一般行政職の 支給実績

45,467

管理職手当

行政職６級（課長、主幹）の職員に
対し、職責に応じて支給
※課長（部門統括）51,900円
　課長（上記以外）41,600円
　主幹　　　　　　　　20,800円
※平成23年度は50％削減

同じ ‐ 143 千円 143,416

通勤手当

・交通機関利用者：運賃相当額
（最高55,000円）
・自動車等利用者：通勤距離に応
じた額（最高44,900円）

同じ ‐ 136 千円

206,000

住居手当
・最高27,000円とし、借家・借間に
応じた額

同じ ‐ 0 千円 0

扶養手当

・　配偶者：13,000円、配偶者以
外：6,500円
※配偶者が扶養親族でない場合：
1人目のみ6,500円
※配偶者がいない場合：一人目の
み11,000円
※配偶者以外で、満16歳になる年
度から満22歳になる年度までの期
間の扶養親族がある場合：1人に
つき5,000円加算

同じ ‐ 618 千円

‐ 0 千円 0

災害派遣手当
滞在日数に応じた定額
（最高6,620円）

同じ ‐ 0 千円

0

単身赴任手当
23,000円＋距離に応じた加算
（最高45,000円）

同じ ‐ 0 千円 0

管理職特別勤務手当
管理職手当を支給される職員が、
臨時又は緊急の必要性により休日
等に勤務した場合に支給

同じ ‐ 0 千円

0夜間勤務手当

正規の勤務時間として深夜（22:00
～翌日の5:00）に勤務した場合、
勤務1時間につき1時間当たりの給
与額に100分の25を乗じた額

同じ ‐ 0 千円

57,971

休日勤務手当

休日等の正規の勤務時間中に勤
務を命じられた場合、勤務1時間に
つき1時間当たりの給与額に100分
の135を乗じた額

同じ ‐ 37 千円 18,520

寒冷地手当
世帯区分に応じた定額（最高
17,800円）

同じ ‐ 406 千円

0

宿日直手当
勤務1回あたり最高7,200円
※主な支給対象：神室荘における
宿日直勤務（1回あたり5,900円）

同じ


